
公文書市民ネット・１０の提案（意見） 

 

 

１．公文書は「公共財」、市民には「知る権利」が（第１条関係） 

政府案では、“現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること”を目的とし

ている。そのことは評価できるが、公文書は“公共財”であり、市民にはそれを“知る権利”

があることが示されていない。 

目的に、公文書は“公共財（国民の共有財産）”であり、市民にはそれを“知る権利”があ

る、との記述を明記することを求める。 

 

２．公文書等を広義に捉える（第２条関係など） 

政府案では、①行政文書、②法人文書、③特定歴史公文書等を「公文書等」とし、「行政文書」

とは“行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組

織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。”とされている。この定義

は、行政機関情報公開法と同様の定めになっている。 

「公文書等」を広義に捉え、立法、司法、行政における政策立案・形成、業務等に関する資

料、文書、記録等を位置づけることを求める。また、独立行政法人や特殊法人、認可法人など

公的機関が民営化された場合においては、民営化される以前の政策立案・形成、業務等に関す

る資料、文書、記録等を位置づけることを求める。さらに、個人的なメモ（２人以上で回覧・

閲覧したもの等）なども含めることも求める。 

 

３．公文書管理機関を３条委員会に（第５章関係など） 

政府案では、内閣府に「公文書管理委員会」を置き政令事項などについて諮問しなければな

らない、としている。これは、内閣府設置法第３７条の３項にもとづく機関（審議会と同等）

であり、役割や権限について不十分であると思われる。 

公文書管理機関は、今後また将来の公文書管理のしくみを構築するうえで重要な組織であり、

規則制定権等一定の権限のある“国家行政組織法第３条に基づく組織”とし、別の法律で定め

ることを求める。なお、その業務の遂行にあたっては、国立公文書館と連携協力（牽制も含む）

のもとに進めることはいうまでもない。 

 

４．作成義務は広範に（第４条関係など） 

政府案では、当該行政機関の“意思の決定”、“事務・事業の実績”について、文書を作成し

なければならないものとしている。 

「作成義務」の範囲を、意思の決定、事務・事業の実績はもとより、事務・事業等における

“意思の形成（政策形成）”などに関する資料、文書、記録等も含むよう求める。 

 

５．取得義務の明記を 

政府案では、４のとおり作成の義務規定はあるが、「取得」についてはなんら示されていない。 

各機関の委託等による事業報告書等や、業務遂行において必要なものについては、その元と

なるデータ資料等についても取得の義務を法律で定めることを求める。 

 



６．「政令事項」、「行政文書管理規則」へのチェック機能を（第４条から第10条関係など） 

 政府案では、「第２章行政文書の管理」で、作成、保存、保存期間・延長、移管・廃棄などに

関する内容（統一的なルールなど）については、公文書管理委員会に諮問し政令で定めること

としている。また、「行政文書管理規則」については、内閣総理大臣との協議、同意のもとに各

行政機関の長が定める、こととしている。 

円滑な公文書の管理には統一的なルールが必要であり、その基本（基準）となる事項を法律で

定め、それに基づき公文書管理機関の長が政令（規則）等で詳細な事項を定めるといった規定

にすることを求める。また、各行政機関における「行政文書管理規則」については、（公文書管

理機関の長の承認など）その作成過程で当該行政機関以外のチェック機能を定めることとする

よう求める。 

 

７．移管・廃棄権限を行政機関以外に（第５条、第８条関係など） 

政府案では、行政機関の長が、保存期間が満了した行政文書ファイル等を移管又は廃棄しな

ければならない、としている。 

移管・廃棄の決定に際しては、規則等で統一的なルールを定めることともに、公文書管理機

関の長の承認のもとに行うなど、行政機関の長のみの権限ではないこととするよう求める。 

 

８．保存期間の判断を行政機関以外に（第５条関係など） 

政府案では、行政機関の長が保存期間とその延長などを定めることとしている。 

保存期間や延長の決定については、規則等で統一的なルールを定めることともに、公文書管

理機関の長の承認のもとに行うなど、行政機関の長のみの権限ではないこととするよう求める。 

 

９．中間書庫の設置、機能を明確に（第６条関係など） 

政府案では、行政機関の長が適切な保存及び利用を確保するために“必要な場所”において、

保存しなければならない、としており、「中間書庫」に関する明確な記述はなく、機能が不明確

である。 

「中間書庫」に関する規定を明確にし、その設置、機能等を法文上明記することを求める。 

 

１０．国立公文書館を「特別の法人」に（第１５条関係など） 

政府案では、特定歴史公文書等については「国立公文書館等」が管理、保存、利用等を行う

こととしており、その役割は重要であるが、独立行政法人ではその任務を果たすことは困難で

はないかと思われる。 

国立公文書館は、現在の独立行政法人ではなく、“特別の法律により設立された法人（特別

の法人）”とし、その役割や権限などを明確にするよう求める。また、特定歴史公文書の利用

制限や利用料なども明確にし、その策定段階での情報公開、市民参加等を明記することを求め

る。 

 

１１．その他の重要事項として（検討事項など） 

○「法律の見直し」に関する規定を求める。 

○立法、司法などにおける文書管理のしくみを検討し、立法上の措置を講じることを求める。 

○「公文書館法 附則の２」を削除し、専門の職員の人材養成等に関する規定を求める。 

○必要な罰則に関する規定を求める。 


